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西
ド
イ
ッ
の
政
治
と
経
濟
思
想
に
關
す
る
一
試
論

多

田

眞

鋤

序
論

一
　
「
8
N
凶
毘
o
域
」
犀
g
騨
器
富
暮

二
　
新
自
由
主
義
の
概
念

三
　
自
由
靴
會
主
一
義
の
概
念

結
論

の
概
念

序

論

　
本
稿
に
お
い
て
謝
象
と
す
る
課
題
は
、
ド
イ
ッ
蓮
邦
共
和
國
（
以
下
西
ド
ィ
ツ
と
略
構
す
る
）
の
國
家
・
政
治
鰹
制
を
底
礎
し
て
い
る
西
ド
イ
ツ

基
本
法
（
以
下
ボ
ン
憲
法
と
略
稔
す
る
）
に
お
け
る
「
杜
會
的
法
治
國
家
」
（
8
魁
毘
霞
寄
魯
馨
富
響
）
と
構
せ
ら
れ
る
新
し
い
國
家
観
念
と
、
西
ド

イ
ッ
の
肚
禽
・
維
濟
髄
制
の
う
ち
に
潜
在
し
て
い
る
肚
會
・
経
濟
思
想
に
検
討
を
加
え
、
西
ド
イ
ッ
に
支
配
的
な
政
治
・
経
濟
思
潮
を
考
察
し
よ

う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

　
周
知
の
．
こ
と
く
、
ボ
ソ
憲
法
第
二
章
二
十
八
條
に
お
い
て
、
「
こ
の
基
本
法
の
意
味
に
お
け
る
共
和
的
、
民
主
的
、
且
つ
肚
會
的
法
治
國
家
の

　
　
　
　
西
ド
イ
ッ
の
政
治
と
紹
濟
思
想
に
關
す
る
一
試
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
九
　
　
　
（
四
八
五
）



　
　
　
酉
ド
イ
ッ
の
政
治
と
経
濟
思
想
に
關
す
る
一
試
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
憲
七
〇
　
　
　
（
四
八
六
）

原
則
」
に
各
ラ
ソ
ト
の
國
家
饅
制
は
帥
慮
す
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
、
叉
第
二
十
條
に
お
い
て
、
「
ド
イ
ッ
蓮
邦
共
和
國
は
、
民
主
的

且
つ
、
肚
會
的
蓮
邦
國
家
で
あ
る
」
旨
規
定
さ
れ
て
あ
る
。

　
こ
の
い
わ
ゆ
る
ボ
ン
憲
法
に
お
け
る
「
杜
會
的
」
法
治
國
家
の
意
味
す
る
も
の
、
そ
の
概
念
は
、
從
來
の
國
家
學
、
國
法
學
の
立
場
か
ら
は
頗

る
把
握
し
難
い
新
し
い
ユ
ニ
ー
ク
な
國
家
理
念
で
あ
り
、
國
家
形
態
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
融
會
的
」
（
o
腔
9
芭
o
）
と
い
う
形
容
詞
が
法
治
國
家

と
い
う
名
詞
に
果
し
て
冠
せ
ら
れ
て
よ
い
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
ド
イ
ッ
國
法
學
會
の
長
老
教
授
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ト
リ
ー
ペ
ル
（
国
o
甘
昌
9
⇒
一
〇
冨
一
）
は
、
「
一
般
に
法
治
國
家
の
超

時
代
的
、
全
饅
的
債
値
を
、
．
旨
げ
臼
包
．
．
と
い
う
形
容
詞
に
よ
つ
て
云
々
す
る
と
き
、
あ
る
い
は
ま
た
、
　
一
般
に
そ
れ
を
む
警
曝
急
9
．
．
な
法

治
國
家
と
し
て
同
時
に
意
圖
す
る
と
き
、
こ
の
よ
う
な
概
念
を
、
も
し
『
肚
會
的
』
法
治
國
家
と
い
う
よ
う
な
新
し
い
概
念
で
構
成
し
よ
う
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
國
法
學
者
に
封
し
て
、
從
來
の
法
治
國
家
は
そ
の
偏
見
を
指
摘
し
、
保
護
を
主
張
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
い
つ
て
い
る
。

　
從
來
の
法
治
國
家
の
理
念
と
は
、
初
期
的
に
は
、
カ
ソ
ト
（
圓
§
昌
〇
一
困
碧
暮
）
、
フ
ン
ボ
ル
ト
（
≦
讐
o
巨
躍
G
目
言
馨
）
に
よ
つ
て
、
重
商

主
義
を
そ
の
経
濟
襲
展
の
障
害
と
み
な
す
市
民
階
級
の
個
人
主
義
的
要
講
に
も
と
づ
い
て
主
張
さ
れ
、
絶
封
主
義
的
編
趾
國
家
の
理
念
に
封
決
し

つ
つ
畿
展
し
、
一
九
世
紀
に
至
つ
て
特
に
ド
イ
ッ
に
お
い
て
は
、
政
治
的
官
僚
國
家
の
観
念
と
鍬
立
し
て
、
個
人
の
自
由
構
を
尊
重
、
重
観
し
、

自
由
放
任
主
義
、
ま
た
は
政
治
的
不
干
渉
主
義
を
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
と
し
て
展
開
し
て
來
た
國
家
観
念
で
あ
る
。

　
こ
の
法
治
國
家
の
観
念
に
封
し
て
、
肚
會
輻
趾
の
た
め
に
は
積
極
的
な
國
家
穫
力
の
作
用
を
要
講
す
る
「
肚
會
的
」
、
「
編
祉
的
」
國
家
観
念
と

は
、
正
に
論
理
學
上
の
矛
盾
概
念
（
9
β
曾
毘
諄
日
誓
冨
帰
騨
鵯
覇
）
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
．
ボ
ン
憲
法
に
お
け
る
「
祉
會
的
法
治
國
家
」
の

概
念
は
、
矛
盾
す
る
二
つ
の
國
家
概
念
を
内
包
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
從
來
の
法
治
國
家
は
、
政
治
思
想
と
し
て
は
政
治
的
自
由
主
義
に
、
経
濟
思
想
と
し
て
は
経
濟
的
自
由
主
義
、
す
な
わ
ち
資
本
主

義
に
よ
つ
て
支
持
さ
れ
、
構
成
さ
れ
て
い
る
國
家
盟
制
で
あ
る
。



　
し
か
し
、
一
九
世
紀
に
至
つ
て
法
治
國
家
は
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
O
胃
一
m
号
巨
菖
）
の
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
中
性
國
家
」
（
冨
β
琶
霞

の
欝
静
）
に
輻
化
し
て
し
ま
い
、
こ
れ
で
は
現
代
國
家
に
内
在
す
る
諸
々
の
杜
會
的
矛
盾
を
統
制
し
え
な
い
。
そ
の
意
味
で
國
家
は
積
極
的
に
、

「
肚
會
的
正
義
」
實
現
の
た
め
に
干
渉
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
國
家
は
「
肚
會
的
」
な
機
能
を
嚢
揮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
、
こ
の
肚
會
正
義
を
實
現
す
る
過
程
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
個
人
の
自
由
は
尊
重
さ
れ
確
保
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
に

お
い
て
、
國
家
は
當
然
、
自
由
主
義
的
な
法
治
國
家
の
性
格
を
保
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
自
由
主
義
的
、
資
本
主
義
的
特
質
を

も
つ
法
治
國
家
と
、
肚
會
正
義
の
實
現
を
特
徴
と
し
、
目
標
と
す
る
肚
會
的
、
頑
祉
國
家
ー
い
わ
ば
肚
會
主
義
國
家
ー
の
二
重
構
逡
の
上

に
、
肚
會
的
法
治
國
家
ー
第
三
の
型
の
國
家
1
ー
は
構
想
さ
れ
て
く
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
第
三
の
型
の
國
家
饅
制
は
、
輩
に
憲
法
上
に
規
定
さ
れ
て
あ
る
の
み
で
は
形
式
上
は
成
立
し
え
て
も
、
實
質
的
に
は
確
立
し
え

な
い
。
そ
こ
に
こ
の
饅
制
を
裏
づ
け
る
よ
う
な
「
第
三
の
型
」
の
祉
會
・
経
濟
思
想
の
存
在
が
考
え
む
れ
て
く
る
。

　
い
わ
ば
、
本
來
の
資
本
主
義
的
、
自
由
主
義
の
肚
會
・
経
濟
思
想
の
襲
展
し
た
思
想
と
、
杢
嫌
の
杜
會
主
義
恩
想
の
褒
展
し
た
思
想
と
の
統
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ネ
ガ
じ
ワ
ベ
ラ
リ
ス
ム
ス
　
　
　
　
や
オ
ロ

形
態
で
あ
る
。
從
來
、
資
本
主
義
と
杜
會
主
義
は
矛
盾
概
念
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
西
ド
イ
ッ
に
現
わ
れ
た
「
新
自
由
主
義
」
と
一
、
新

鵡
創
畝
繊
」
の
段
階
に
至
る
と
矛
盾
概
念
で
は
な
く
・
封
立
概
念
に
な
つ
て
來
て
い
る
・
爾
者
の
相
違
は
・
質
的
相
違
か
ら
量
的
相
違
に
i
ー
程

度
の
相
違
1
に
攣
容
し
て
來
て
い
る
。

　
こ
の
意
味
で
、
西
ド
イ
ッ
に
お
け
る
新
自
由
主
義
の
肚
會
・
経
濟
思
想
と
新
肚
會
主
義
（
寄
Φ
旨
鑑
藻
魯
霞
旨
画
匹
善
β
毎
）
の
社
會
。
経
濟
思

想
を
各
々
検
討
し
、
雨
者
の
性
格
を
比
較
し
て
、
第
三
の
型
の
肚
會
・
経
濟
饅
制
を
考
察
し
よ
う
と
考
え
る
。

　
す
な
わ
ち
、
ボ
ソ
憲
法
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
肚
會
的
法
治
國
家
の
饅
制
と
、
い
わ
ば
表
裏
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
西
ド
イ
ッ
肚
會
思
潮
の
一
端

を
瞥
見
す
る
の
が
本
小
論
の
目
的
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
O
．
国
●
冨
o
餐
引
　
ご
Q
厚
切
o
豊
論
画
o
o
o
望
冒
芭
O
β
男
o
O
冒
蓬
富
禰
悼
B
田
O
β
昼
O
噌
Ω
讐
昌
o
器
討
噂
一
謡
o
o
鯵
ψ
図
・

　
　
　
　
西
ド
イ
ッ
の
政
治
と
鯉
濟
思
想
に
關
す
る
一
試
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
一
　
　
　
（
四
八
七
）



西
ド
イ
ツ
の
政
治
と
経
濟
思
想
に
關
す
る
一
試
論

三
七
二

（
四
八
八
）

一
　
「
8
獣
巴
鶏
」
鶉
8
げ
宏
O
審
即
酔
の
概
念

　
西
ド
イ
ッ
の
國
家
・
政
治
髄
制
を
規
定
し
、
性
格
づ
け
て
い
る
「
肚
會
的
法
治
國
家
」
の
概
念
を
、
0
・
F
・
メ
ソ
ガ
ー
（
o
酵
蓉
富
昌
霊
9
識
魯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

旨
⑦
眞
段
）
と
、
E
・
フ
ェ
ヒ
ナ
！
（
国
慧
魯
閂
9
酵
霞
）
の
所
読
に
基
づ
き
な
が
ら
當
初
に
考
察
し
て
み
た
い
。

　
從
來
の
形
式
的
法
治
國
家
畦
e
・
シ
ュ
ミ
ヅ
ト
の
い
わ
ゆ
る
器
5
邑
9
00
帥
雷
・
謎
に
お
い
て
は
、
不
法
も
ま
た
法
的
に
存
在
す
る
こ
と
が
で

き
た
た
め
、
　
一
九
三
三
年
の
ナ
チ
ス
政
権
の
樹
立
の
よ
う
に
、
民
主
主
義
の
否
定
が
、
民
主
主
義
的
手
績
を
方
途
と
し
て
實
施
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
故
、
一
九
四
九
年
の
ボ
ソ
憲
法
の
起
草
者
た
ち
に
は
、
一
九
世
紀
か
ら
傳
承
さ
れ
て
來
た
法
治
國
家
の
艦
制
に
は
全
く
同
意
し
え
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

　
西
ド
イ
ッ
は
、
從
來
よ
り
一
暦
實
質
的
な
法
治
國
家
と
し
て
組
織
化
さ
れ
て
い
る
が
、
勿
論
、
カ
ソ
ト
、
・
フ
y
ボ
ル
ト
、
モ
ー
ル
に
よ
つ
て
思

惟
さ
れ
た
初
期
の
そ
の
理
念
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
嘗
て
の
思
憩
家
に
お
い
て
は
、
啓
蒙
專
制
主
義
の
政
治
・
幅
祉
國
家
か
ら
の
干
渉
に
封
す
る
防
衛
と
し
て
、
法
治
國
家
の
必
要
を

要
望
し
た
の
で
あ
つ
た
。
し
か
る
に
そ
の
後
の
資
本
主
義
的
産
業
構
造
の
推
移
と
、
生
産
力
の
進
展
は
、
階
級
封
立
を
派
生
し
、
且
つ
叉
、
い
わ

ゆ
る
「
工
業
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
」
（
一
鼠
扇
書
ゆ
8
量
o
富
二
雪
）
の
貧
困
化
を
ま
ね
い
て
、
初
期
の
法
治
國
家
に
お
け
る
肚
禽
秩
序
の
燈
制
で
は
解

決
し
え
な
い
本
質
的
な
内
部
攣
革
を
來
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
國
家
は
、
以
上
の
歌
況
に
適
感
し
、
こ
の
饅
制
内
の
根
本
的
攣
革
に
封
慮
し
解

決
す
べ
き
新
し
い
課
題
を
旛
い
、
そ
の
た
め
に
新
秩
序
國
家
鰹
制
の
建
設
を
要
求
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
新
國
家
・
肚
會
秩
序
は
、
崩
壊
し
た
慶
壇
の
世
界
の
上
に
、
更
に
ま
た
廣
汎
な
範
園
の
不
安
と
困
窮
に
薩
面
し
つ
っ
建
設
さ
れ

る
必
要
が
あ
る
。
　
こ
の
必
要
に
憲
じ
た
形
態
と
し
て
、
「
肚
禽
的
法
治
國
家
」
の
概
念
が
適
切
に
委
當
し
て
く
る
の
で
あ
り
、
一
般
に
こ
の
概
念

を
、
形
式
法
治
國
家
的
に
結
合
さ
れ
た
組
織
的
、
計
霊
的
編
鰍
國
家
（
母
堕
ぎ
⇒
る
一
冨
魯
富
¢
富
昌
酵
　
御
駐
魯
募
留
昌
讐
G
民
R
懸
鼠
臨
o
詳
窪



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

譲o自

詩
げ
諾
融
雪
）
と
理
解
し
て
ナ
い
と
思
わ
れ
る
と
メ
ソ
ガ
ー
は
い
5
。

　
こ
の
場
合
の
藺
魁
と
は
大
衆
の
編
祉
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
「
肚
禽
的
」
と
は
、
法
治
國
家
が
大
衆
の
醸
祉
を
増
進
す
る
こ
と
を
も
つ
て
そ
の

義
務
と
す
る
こ
と
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
衣
に
、
ボ
ン
憲
法
第
一
章
第
二
條
に
「
各
人
は
、
他
人
の
穰
利
を
侵
害
せ
ず
、
憲
法
の
規
定
も
し
く
は
、
道
徳
法
則
に
反
し
な
い
限
度
に
お
い

て
自
己
の
人
格
を
自
由
に
褒
展
さ
せ
る
穫
利
を
有
す
る
」
と
規
定
し
て
あ
る
が
、
こ
の
規
定
の
指
向
す
る
所
は
、
メ
ソ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
基
本
椛
の

尖
端
に
お
け
る
人
間
の
尊
嚴
に
つ
い
て
の
認
誰
と
と
も
に
、
「
正
義
の
原
則
」
に
よ
つ
て
個
人
が
制
約
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
明
示
し

て
あ
る
の
で
あ
る
。

　
ボ
ン
憲
法
の
主
要
な
自
由
権
に
お
い
て
は
、
人
間
關
係
は
そ
の
相
互
間
に
お
け
る
も
の
も
、
國
家
と
個
人
と
の
政
治
關
係
も
、
正
義
の
原
則
に

よ
つ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
相
互
聞
の
正
義
と
は
、
自
己
の
櫨
利
の
尊
嚴
を
保
つ
た
め
、
他
人
の
権
利
も
侵
害
し
な
い
と
い

う
「
交
換
の
正
義
」
“
身
雪
誌
凶
O
o
目
目
目
冨
試
く
即
．
＜
o
爵
魯
農
霞
3
詳
戯
ざ
騨
闘
で
あ
り
、
人
間
は
、
本
質
的
に
肚
禽
の
部
分
的
存
在
と
し
て

論
ぜ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
猫
立
し
た
實
存
的
、
個
的
人
格
な
の
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
は
、
人
間
が
憲
法
の
規
定
や
、
道
徳
法
則
に
人
間
本
來
の
義
務
と
し
て
從
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
全
饅
的
、
共
同
融

會
の
編
証
に
從
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
「
一
般
的
、
普
遍
的
正
義
」
”
㍉
窮
寓
戴
ゆ
Q
曾
臼
毘
貫
冨
思
房
”
の
問
題
で
あ
る
。
さ
て
、
先
に

も
述
べ
た
ご
と
く
、
從
來
の
自
由
主
義
的
法
治
國
家
の
概
念
は
、
國
家
と
肚
會
（
市
民
杜
會
）
の
繋
立
に
お
い
て
指
向
せ
ら
れ
現
實
化
し
て
率
た

も
の
で
あ
つ
た
。
換
、
冨
す
る
な
ら
ぱ
、
從
來
の
法
治
國
家
の
原
理
は
、
極
力
國
家
槽
力
の
干
渉
を
排
し
て
、
個
人
の
自
由
を
擁
護
す
る
と
こ
ろ
に

そ
の
本
來
の
日
的
が
あ
つ
た
。

　
し
か
し
、
現
在
の
民
主
主
義
國
家
に
お
い
て
は
、
市
民
と
國
家
は
同
一
基
盤
に
お
け
る
存
在
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
市
民
肚
禽
は
と
り
も
な
お

さ
ず
市
民
國
家
な
の
で
あ
り
、
國
家
は
箪
に
市
民
の
團
禮
（
O
o
陰
o
巨
o
冨
彗
と
し
て
の
組
織
饅
（
O
置
弩
欝
蝕
o
匿
旨
冒
）
な
の
で
あ
る
か
ら
で

　
　
　
　
西
ド
イ
ツ
の
数
治
と
経
済
思
想
に
開
す
る
一
試
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
三
　
　
　
（
四
八
九
）



　
　
　
西
ド
イ
ッ
の
政
治
と
経
漬
思
想
に
瀦
す
る
一
試
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
四
　
　
　
（
四
九
〇
）

範
・

　
こ
の
現
在
の
國
家
に
お
い
て
は
、
公
構
力
に
封
す
る
個
人
の
自
由
穫
を
防
衛
す
る
こ
と
を
以
て
そ
の
ラ
イ
ト
モ
チ
！
フ
と
す
る
の
で
は
な
く
、

個
人
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
か
ら
國
家
的
に
組
織
さ
れ
た
市
民
全
饅
の
自
由
な
る
共
同
肚
禽
を
保
護
す
る
と
こ
ろ
に
、
現
在
の
新
し
い
國
家
と
砒
會
の
内

在
的
課
題
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
故
に
、
ポ
ン
憲
法
に
お
け
る
祉
會
的
法
治
國
家
と
は
、
そ
の
國
家
に
封
し
て
の
市
民
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
か
ら
の
防
衛
を
顧
慮
し
、
構
成
さ
れ
て
い

る
の
で
ぢ
る
。
今
日
に
お
い
て
は
、
市
民
的
自
由
は
一
九
世
紀
に
お
け
る
そ
れ
と
は
同
様
で
は
な
い
の
で
あ
つ
て
、
所
有
権
に
は
義
務
が
伴
う
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
》

と
同
様
に
、
自
由
に
は
義
務
が
伴
う
こ
と
を
承
認
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
こ
に
「
U
般
的
正
義
」
の
原
理
が
考
え
ら
れ
て
く
る
。

　
し
か
し
、
肚
會
的
法
治
國
家
は
、
「
耀
祉
」
の
周
旋
人
的
存
在
で
あ
る
べ
き
で
あ
つ
て
、
「
醸
祉
」
の
授
與
者
的
存
在
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

　
更
に
メ
ン
ガ
：
は
、
肚
會
的
法
治
國
家
概
念
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
ま
た
「
分
配
の
正
義
」
酵
㍉
屋
葺
置
α
誹
δ
ユ
び
暮
繭
養
“
を
そ
の

第
三
の
根
本
原
則
と
し
て
附
加
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

　
す
な
わ
ち
、
公
権
力
（
共
同
畿
の
カ
）
に
よ
つ
て
、
肚
會
的
・
経
濟
的
脆
弱
性
を
積
極
的
に
保
護
し
、
そ
れ
を
改
善
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
す

る
の
で
あ
り
、
叉
こ
の
國
家
鰻
制
に
お
い
て
は
、
公
共
饅
の
將
來
へ
の
準
備
に
つ
い
て
の
義
務
を
内
在
的
課
題
と
し
て
い
る
。
換
言
す
る
な
ら

ば
、
肚
會
の
中
に
存
在
す
る
肚
會
悪
（
杜
會
的
不
距
義
）
を
、
枇
會
秩
序
、
－
経
濟
燈
制
そ
の
も
の
を
改
良
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
澱
め
防
止
す
る

く
o
毯
彪
o
な
の
で
あ
り
、
肚
會
的
法
治
國
家
は
こ
の
意
味
で
の
く
o
ゑ
δ
黄
o
を
内
面
的
問
題
と
し
て
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
、
交
換
の
正
義
、
　
一
般
的
正
義
、
分
配
の
正
義
を
根
本
原
則
と
し
て
い
る
肚
會
的
法
治
國
家
を
、
メ
ン
ガ
ー
は
「
正
義
國
家
」

（
審
岩
o
騨
蒔
寄
謎
奮
“
）
と
概
念
規
定
し
、
そ
の
よ
5
に
解
羅
し
て
も
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
メ
ン
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
ボ
ソ
憲
法
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
そ
の
他
に
比
較
し
て
頗
る
個
人
主
義
的
、
自
由
屯
義
的
色
彩
が
濃
厚
で



あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
交
換
、
普
遍
、
分
配
の
正
義
等
、
も
ろ
も
ろ
の
肚
會
正
義
の
實
現
を
そ
の
本
質
的
課
題
と
し
て
捲
つ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

あ
る
意
味
で
は
法
治
國
家
の
限
界
を
も
超
え
ざ
る
を
得
な
い
政
治
的
、
肚
禽
的
機
能
の
充
實
化
を
要
講
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

　
B
・
フ
ェ
ヒ
ナ
：
は
、
そ
の
著
「
肚
會
的
法
治
國
家
に
お
け
る
自
由
と
張
制
」
（
寄
一
魯
頴
9
器
繋
寄
①
菌
o
詳
G
民
国
轟
巨
8
騒
舞

鶉9ぴ

欝
蜜
貯
し
。
響
に
お
い
て
、
ボ
ソ
憲
法
を
解
縄
し
て
、
そ
れ
は
肚
會
的
國
家
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
肚
會
的
法
治
國
家
で
あ
り
、
こ
の

杜
會
的
法
治
國
家
に
お
い
て
は
、
「
祉
會
的
國
家
性
」
（
冒
置
伝
§
韓
9
ざ
§
と
「
法
治
國
家
性
」
（
冒
び
奮
§
艶
o
算
o
彗
を
合
一
し
た
も
の

で
あ
る
と
い
い
、
自
由
と
強
制
の
観
黙
か
ら
み
れ
ば
、
冠
會
的
法
治
國
家
の
概
念
は
、
強
制
が
積
大
化
す
を
全
髄
主
義
國
家
（
8
琶
霞
砿
9
磐
）

へ
の
方
向
と
、
自
由
が
曲
解
さ
れ
、
濫
用
さ
れ
る
自
由
國
家
（
琴
①
邑
霞
oo
酔
器
鈴
）
へ
の
方
向
の
中
間
饅
で
あ
る
。
肚
會
的
法
治
國
家
は
法
治
國

家
で
あ
る
故
、
全
饅
主
義
國
家
で
は
な
い
。
全
饅
主
義
國
家
で
は
國
家
意
思
形
成
の
際
に
、
個
人
の
自
由
意
恩
を
無
覗
し
全
饅
の
た
め
に
護
渡
さ

せ
る
。
杜
會
的
法
治
國
家
は
、
融
會
的
國
家
で
あ
り
得
る
が
、
そ
れ
は
自
由
國
家
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
自
由
國
家
で
は
、
全
髄
を
取
締
る
監

観
人
（
＞
亀
奮
H
）
と
し
て
、
自
己
保
詮
の
自
己
實
現
を
可
能
に
さ
せ
る
ル
ー
ル
が
あ
る
。

　
ワ
イ
マ
ー
ル
國
家
饅
制
の
破
局
は
こ
の
こ
と
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
（
例
え
ば
授
権
法
に
よ
る
ナ
チ
ス
政
椹
の
成
立
）
。
す
な
わ
ち
、
紅
食
的
法
治

國
家
は
、
以
上
の
意
味
か
ら
第
三
の
型
の
國
家
形
態
を
目
標
と
し
、
そ
の
饅
制
の
存
在
を
追
究
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
は
い

（
5
》

k
／
o

　
以
上
の
メ
ソ
ガ
ー
、
フ
ェ
ヒ
ナ
！
の
所
読
に
よ
り
明
ら
か
な
．
こ
と
く
、
「
肚
禽
的
」
法
治
國
家
の
概
念
は
、
從
來
の
レ
セ
・
、
フ
ェ
ー
ル
の
原
理

に
立
脚
し
た
一
九
世
紀
型
の
市
民
的
法
治
國
家
の
諸
原
理
（
例
え
ば
、
椹
力
分
立
”
Ω
薯
聾
雪
嘗
Φ
昌
茸
的
”
、
法
の
前
の
挙
等
閥
9
9
0
嘗
色
薯
9
9
B

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

0
3
0
貯
”
、
裁
判
官
並
び
に
裁
判
所
の
獅
立
”
q
轟
ぴ
匡
最
讐
o
詳
戯
段
釜
島
3
日
5
忌
画
9
0
再
ざ
耳
o
腱
等
）
を
確
保
し
つ
つ
、
そ
れ
と
と
も
に
レ
セ
・

フ
ェ
ー
ル
か
ら
瀕
生
し
て
き
た
階
級
封
立
、
大
衆
の
貧
困
化
、
い
わ
ゆ
る
「
枇
會
的
不
正
義
」
の
是
正
の
た
め
、
共
同
饅
の
カ
に
よ
つ
て
杜
禽
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

良
を
試
み
、
敢
會
的
、
経
濟
的
脆
弱
性
を
積
極
的
に
保
護
し
よ
う
と
す
る
「
騙
祉
國
家
」
的
要
因
を
張
調
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
西
ド
イ
ツ
の
政
治
と
輕
濟
思
想
に
開
す
る
一
試
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
査
　
　
　
（
四
九
一
）



　
　
　
　
西
ギ
イ
ッ
の
敢
治
と
藤
済
思
想
に
關
す
る
騨
試
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
六
　
　
　
（
四
九
二
）

　
す
な
わ
ち
、
從
來
の
観
念
で
は
ア
ソ
チ
ノ
ミ
ー
な
、
「
自
由
」
と
「
強
制
」
と
い
う
二
つ
の
観
念
を
、
更
に
高
次
元
な
親
念
で
止
揚
し
、
統
合

し
よ
う
と
す
る
目
的
を
も
つ
た
國
家
観
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
序
論
に
述
べ
た
、
こ
と
く
、
肚
會
醒
制
は
動
態
的
で
あ
り
、
憲
法
に
國
家
観
念
を
規

定
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
直
ち
に
實
質
的
な
政
治
・
経
濟
饒
制
が
確
立
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
個
人
の
自
主
的
自
発
に
よ
る
枇

倉
全
短
へ
の
協
力
と
と
も
に
、
こ
の
肚
會
的
法
治
國
家
の
燈
制
の
實
現
の
た
め
に
は
、
肚
會
・
経
濟
恩
潮
に
お
け
る
第
三
の
雌
制
へ
の
動
向
が
存

在
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
三
の
型
を
目
標
と
す
る
國
家
・
政
治
燈
制
と
表
裏
を
な
す
第
三
の
型
の
杜
禽
・
経
濟
饅
制
へ
の
動
向
を
次
に

考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。

　
（
1
）
　
Ω
暮
静
富
昌
躍
⑦
山
艮
O
げ
鵠
O
昌
偽
O
J
ご
⑦
吋
国
⑦
覧
融
“
①
の
の
9
冨
一
〇
昌
震
O
O
げ
書
§
8
砿
画
目
田
O
昌
諺
O
吋
O
巨
昌
爵
①
器
嘗
’
お
ぴ
幹
な
お
、
こ
の
紹
介

　
　
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
濁
逸
に
お
け
る
政
治
學
研
究
の
現
況
」
法
學
研
究
二
七
巻
九
號
三
九
頁
以
下
。

　
　
　
麟
昌
o
げ
悶
o
＆
”
o
同
“
国
器
窪
o
詳
G
鐸
画
国
毒
p
凋
画
B
欝
昼
一
〇
ロ
裟
o
o
げ
砕
器
§
酔
り
お
誘
。

　
　
　
瀧
倉
的
治
法
國
家
の
梅
念
に
つ
い
て
は
、
田
口
精
一
「
ボ
ソ
憲
法
に
お
け
る
肚
會
的
法
治
國
家
に
つ
い
て
」
法
畢
研
究
二
九
巻
一
、
二
、
三
合
併
盤
三
八
一
頁

　
　
ー
四
〇
六
頁
参
照
。

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）
．

塁
ご
g
国
8
ぴ
響
欝
“
β
昌
伽
段
8
国
ロ
一
〇

〈
O
瀦
匿
琶
滋
“

還
2
富
H
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「
法
治
國
家
と
薦
祉
國
家
の
織
念
」
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ソ
ク
フ
ル
ト
大
學
F
・
ボ
エ
ー
ム
敏
授
の
詳
細
な
綴
遽
渉
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ぎ
農
O
啓
α
げ
B
“
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o
巨
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旨
欝
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．
欝
O
慧
昌
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欝
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暴
お
］
冨
馬
§
巴
号
冒
夢
票
昌
＜
o
詳
墨
一
層
望
ざ
餐

　
　
　
　
　
善
貴
当
詩
9
鋒
⑦
毒
塞
鼠
箪
譲
冨
馨
置
芽
ぎ
奪
暮
魑
こ
霞
蜜
菖
d
導
Q
鼠
憂
薯
ぎ
。駿
露
星
琴

　
　
一
3
q

ゆ
噂
お
鰹
甲
oo
●
oo
●
霧
真
課
．



　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
新
自
由
主
義
（
乞
8
白
ぎ
o
影
諄
葺
畠
）
の
概
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
み

戦
後
西
ド
イ
ッ
に
お
い
て
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
グ
大
學
を
中
心
と
し
て
新
自
由
主
義
（
乞
8
・
崔
富
邑
塗
B
葛
）
の
思
想
が
唱
導
さ
れ
て
來
て
い
る
。

フ
ラ
イ
ブ
ル
グ
大
學
の
故
ワ
ル
タ
ー
・
オ
イ
ケ
ン
教
授
（
≦
魯
＄
婦
国
蓉
冨
β
）
が
そ
の
中
心
的
存
在
で
あ
り
、
且
つ
「
オ
ル
ド
：
、
経
濟
と
杜
禽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
》

の
秩
序
に
闘
す
る
年
刊
誌
」
　
（
O
鼠
o
も
9
H
言
魯
騰
費
塞
θ
段
9
お
く
睾
差
謙
。
冨
坤
9
“
O
o
器
房
。
冨
騨
〉
と
い
う
年
刊
雑
誌
を
公
刊
し
て

い
る
開
係
か
ら
フ
ラ
イ
ブ
ル
グ
學
派
も
し
く
は
オ
ル
ド
ー
學
派
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
新
自
由
主
義
経
濟
恩
想
は
、
西
ド
イ
ッ
経
演
相
エ
ァ
ハ

ル
ト
も
そ
の
鼓
吹
者
の
一
人
で
あ
り
、
い
わ
ば
西
ド
イ
ッ
経
濟
盟
制
確
立
の
思
想
的
背
景
を
な
し
た
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
思
想
は
從
來

の
資
本
主
義
的
レ
セ
．
フ
ェ
ー
ル
の
原
則
と
相
違
す
る
自
由
競
雫
鳳
毅
に
基
づ
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
・
新
自
由
主
義
で
は
、
中
央
統
制
的
な
計

書
経
済
に
反
封
し
つ
つ
、
他
方
に
お
い
て
指
導
経
濟
（
鳴
尉
鼻
審
冒
畦
屏
箸
一
酵
冨
暮
）
を
提
唱
し
て
い
る
。
新
自
由
主
義
が
『
累
8
」
と
稽
せ

ら
れ
て
も
、
基
本
的
尺
度
は
從
來
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
な
の
で
あ
る
か
ら
、
「
自
由
経
濟
」
か
「
計
霊
経
濟
」
か
と
い
う
封
置
的
な
分
類
を
す
れ
ば
、

嘗
然
「
自
由
経
濟
」
を
主
唱
す
る
。
す
な
わ
ち
、
榎
格
の
自
働
調
節
作
用
を
中
心
と
し
た
市
場
経
濟
の
メ
ヵ
ニ
ズ
ム
が
経
濟
盤
制
の
基
底
を
な
す

べ
き
で
あ
る
と
の
思
想
は
奮
自
由
主
義
経
濟
思
想
と
は
異
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
、
新
自
由
主
義
派
ぱ
、
市
場
経
濟
の
上
に
「
肚
禽
的
」
（
8
凶
芭
o
）
と
い
う
形
容
詞
を
つ
け
て
、
「
祉
禽
的
市
場
経
濟
」
（
8
琶
①
潔
霞
騨
，

宅
碁
翼
）
の
確
立
を
共
通
の
要
求
と
し
て
い
る
。

　
以
下
こ
の
「
斌
會
的
市
場
経
濟
」
の
主
張
を
、
ワ
ル
タ
i
・
オ
イ
ケ
ソ
、
　
ア
ル
フ
レ
ヅ
ド
・
ミ
ユ
ラ
ー
・
ア
ル
マ
ッ
ク
　
（
琵
婦
＆
潔
蜜
吋
，

卜幅

B器犀

）
等
の
所
論
を
整
理
し
つ
つ
、
要
黙
的
に
考
え
て
ゆ
き
た
い
。

　
㈲
市
場
経
濟
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

　
從
來
の
自
由
主
義
的
経
濟
理
論
（
費
本
主
義
経
演
の
論
理
）
に
お
い
て
は
、
便
格
の
自
働
調
節
作
用
（
登
8
B
8
客
厨
臼
）
を
中
心
に
し
た
市
場

　
　
　
　
西
ド
イ
ッ
の
政
治
と
輕
済
思
想
に
醜
す
る
一
試
諭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
七
　
　
　
（
四
九
三
）



　
　
　
西
ド
ィ
ッ
の
政
治
と
経
済
思
想
に
爾
す
る
一
試
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
八
　
　
　
（
四
九
四
）

経
濟
の
メ
カ
晶
ズ
ム
が
肚
會
・
経
濟
饅
制
の
基
底
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
る
。
し
か
し
、
新
自
由
主
義
で
は
、
こ
の
市
場
経
濟
の
メ
ヵ
．
一
ズ
ム
を

そ
の
ま
ま
自
由
に
放
置
し
て
お
い
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
償
格
の
自
働
調
節
作
用
を
中
心
と
し
た
市
場
経
濟
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
自
由
に
放
任
し
て
お
け
ば
、
必
然
的
に
狽
占
饅
（
鵠
曾
8
0
匿
o
置
）
が

形
成
さ
れ
て
く
る
。
猫
占
ぱ
経
濟
の
擁
飢
お
よ
び
生
産
力
の
妨
害
を
意
味
す
る
。
獅
占
の
過
度
に
嚢
建
し
た
國
民
経
濟
は
、
次
第
に
悪
化
し
て
、

つ
い
に
市
場
経
濟
と
と
も
に
國
家
お
よ
び
肚
會
の
民
主
主
義
的
、
自
由
主
義
的
構
造
を
根
底
か
ら
崩
壌
さ
せ
て
し
ま
い
、
市
場
緯
濟
は
硬
直
し
、

國
民
経
濟
は
弾
力
性
と
適
合
性
と
を
失
い
、
経
濟
恐
慌
は
深
化
し
て
し
ま
5
。
獅
占
的
特
権
化
は
能
奪
向
上
に
封
す
る
刺
戟
を
に
ぶ
ら
せ
、
経
濟

的
に
も
、
政
治
・
枇
會
的
に
も
経
濟
力
の
結
集
に
導
き
、
全
國
民
経
濟
過
程
の
統
制
の
重
要
部
分
が
少
歎
者
の
手
に
掌
握
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
の
掲

占
饅
は
企
業
の
側
の
み
で
な
く
勢
働
の
側
に
も
形
成
さ
れ
て
く
る
。

　
企
業
の
側
で
は
い
わ
ゆ
る
、
カ
ル
テ
ル
、
ト
ラ
ス
ト
、
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
と
い
う
よ
う
な
亘
大
な
猫
占
髄
が
、
償
格
を
猫
占
便
格
と
し
て
決
妻
る

よ
う
に
な
る
。

　
勢
働
の
側
で
の
獅
占
と
は
、
亘
大
な
勢
働
組
合
が
形
成
さ
れ
、
結
局
勢
働
力
の
供
給
を
濁
占
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
勢
働
力

の
債
格
で
あ
る
賃
銀
が
、
自
働
調
節
作
用
を
有
す
る
債
格
ー
ー
す
な
わ
ち
、
自
由
に
動
き
う
る
債
格
ー
で
は
な
く
獅
占
償
格
に
な
つ
て
し
ま

（
4
）う

。
故
に
、
自
由
放
任
原
理
に
基
づ
く
市
場
経
濟
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
は
、
國
家
的
規
制
、
指
導
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
、
・
・

ユ
ラ
ー
・
ア
ル
マ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
杜
會
的
市
場
経
濟
と
は
過
去
の
自
由
な
市
場
経
濟
秩
序
に
封
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
市
場

経
濟
の
規
則
に
從
つ
て
動
い
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
が
、
肚
會
的
補
償
と
、
安
全
と
を
と
も
な
う
経
濟
饅
制
の
こ
と
で
あ
つ
て
、
生
産
力
お
よ
び
技

術
的
進
歩
と
個
人
的
自
由
お
よ
び
肚
會
的
形
成
と
を
最
も
よ
く
一
致
さ
せ
る
肚
會
的
秩
序
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
融
會
的
市
場
経
濟
」
の
み

が
、
肚
會
に
お
け
る
勢
力
關
係
の
調
整
お
よ
び
権
力
の
分
散
化
に
よ
つ
て
、
個
人
的
自
由
の
嚢
展
に
封
し
て
肚
會
的
強
制
を
で
き
る
だ
け
歩
な
く

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
更
に
新
自
由
主
義
で
は
、
完
全
な
自
由
競
孚
経
濟
は
か
つ
て
の
レ
セ
．
フ
ェ
ー
ル
の
原
理
で
あ
つ
た
「
自
然
的
歌
態
」
を



意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
輔
定
の
法
的
制
度
に
よ
つ
て
、
ま
た
事
情
の
も
と
で
は
強
制
的
干
渉
に
よ
つ
て
創
造
さ
れ
、
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

な
い
経
済
秩
序
で
あ
り
、
更
に
ま
た
勢
働
保
謹
、
杜
會
保
誰
等
の
意
味
に
お
け
る
強
い
肚
會
政
策
、
景
氣
政
策
、
お
よ
び
分
配
政
策
を
必
要
と
す

る
と
い
う
。
要
す
る
に
新
自
由
主
義
思
想
を
提
唱
す
る
ミ
ュ
ラ
；
・
ア
ル
マ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
杜
會
的
市
場
経
濟
と
は
、
市
場
綬
済
力
と
杜
食

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

的
秩
序
と
の
統
合
形
態
で
あ
る
と
い
う
。

　
㈲
生
産
手
段
の
私
有
の
間
題

　
次
に
検
討
す
べ
き
問
題
は
、
奮
來
の
経
濟
的
自
由
主
義
思
想
に
お
け
る
繊
産
手
段
の
「
私
有
」
ー
i
私
有
財
産
制
1
に
封
し
て
、
新
自
由
主

義
は
ど
の
よ
う
な
観
黙
に
立
つ
か
を
考
え
て
み
た
い
。

　
新
自
由
主
義
に
お
い
て
も
、
從
來
と
同
様
に
生
産
手
段
の
私
有
を
肚
會
鵤
制
の
基
底
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
か
つ
て
の
経
濟
的
自
由
主
義
、
資
本
主
義
の
考
え
方
と
は
相
違
し
て
、
生
産
手
段
の
私
有
を
絶
封
化
し
て
い
る
の
で
は
な
い
．
す
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
》

わ
ち
、
新
自
由
主
義
に
お
い
て
は
、
「
所
有
（
生
産
手
段
の
私
有
〉
に
は
義
務
を
伴
う
」
と
い
う
條
件
を
つ
け
る
の
で
あ
る
。

　
私
有
は
前
提
で
あ
る
が
、
そ
の
所
有
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
自
由
に
使
用
し
b
）
る
の
で
は
な
く
、
祉
會
的
正
義
の
實
現
の
た
め
に
、
共

同
肚
會
の
薩
祉
檜
進
の
た
め
に
使
用
す
べ
き
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
反
肚
禽
的
な
、
輻
祉
を
阻
害
す
る
よ
う
な
方
向
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
義
務
を
考
え
る
。

　
更
に
新
自
由
主
義
は
、
も
し
放
任
し
て
お
く
と
反
祉
會
醒
制
的
な
使
用
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な
生
産
手
段
は
、
そ
れ
を
公
共
の
利
盆
の
だ
め

に
、
肚
食
の
所
有
（
公
有
）
に
移
行
し
て
も
よ
い
こ
と
を
承
認
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
オ
イ
ケ
ソ
に
よ
れ
ば
、
完
全
自
由
競
雫
に
あ
つ
て
は
、
私
有
財
産
制
（
生
産
手
段
の
私
有
）
は
、
國
民
経
済
の
た
め
の
虎
分
檬
と
虜
分
の
自
由
、

お
よ
び
他
の
所
有
者
の
庭
分
権
を
全
鯉
の
た
め
に
制
限
し
え
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
私
有
財
産
制
度
の
性
格
が
、
競
璽

上
全
く
同
質
で
あ
る
限
り
そ
う
な
の
で
あ
つ
て
、
獅
占
形
熊
は
私
有
財
産
制
の
本
質
的
な
経
濟
的
意
味
を
誤
り
、
経
濟
過
程
を
大
き
く
損
う
。
そ

　
　
　
　
西
ド
イ
ッ
の
政
治
と
経
済
思
想
に
醐
す
る
一
試
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
九
　
　
　
（
四
九
五
）



　
　
　
西
ド
イ
ッ
の
政
治
と
経
濟
思
想
に
照
す
る
一
試
諭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
O
　
　
　
（
四
九
六
）

し
亡
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
私
有
財
産
制
度
は
享
實
上
反
肚
會
的
な
影
響
を
與
え
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
オ
イ
ケ
ン
に
よ
れ
ば
生
産
乎
段
の

私
有
が
競
孚
秩
序
の
前
提
で
あ
る
よ
う
に
、
競
雫
秩
序
そ
の
も
の
が
生
産
手
段
の
私
有
の
肚
會
的
、
経
濟
的
濫
踊
に
い
た
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に

す
る
た
め
の
前
提
で
あ
る
。
以
上
、
新
自
由
主
義
を
要
勲
の
み
に
鯛
れ
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
そ
れ
は
、
、
・
』
ラ
ー
・
ア
ル
マ
ッ
ク
の

指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
「
自
由
と
指
導
と
の
有
効
な
結
合
」
を
構
想
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
指
導
は
決
し
て
計
書
緯
濟
的
な
意
味
に

お
け
る
指
導
で
は
な
い
。
新
自
由
主
義
に
お
け
る
経
濟
指
導
は
、
あ
く
ま
で
も
自
由
な
市
場
債
格
、
市
場
経
濟
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
じ
て
の
指
導

　
ゐ

（
ピ
9
ざ
鎖
）
で
あ
つ
て
、
統
制
を
意
味
す
る
支
配
、
管
理
（
ピ
9
言
潟
）
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
凡
ゆ
る
計
養
経
濟
は
、
一
の
計
書
が
蓮
鎖
反
感
的
に
他
の
計
叢
を
惹
起
し
、
次
第
に
そ
れ
は
全
盟
主
義
的
統
制
経
濟
へ
の
途
を
不

可
避
な
ら
し
め
る
と
い
う
立
場
に
立
つ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
立
場
を
主
張
す
る
動
機
と
し
て
は
、
彼
ら
が
経
瞼
し
た
ナ
チ
ス
統
制
経
濟
の
苦
い
経

験
に
欝
す
る
反
省
と
、
更
に
は
ま
た
、
戦
後
の
蓮
合
國
占
領
下
に
お
い
て
、
英
米
的
な
経
濟
様
式
を
上
か
ら
押
し
つ
け
ら
れ
た
歴
力
に
封
す
る
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
》

動
ー
ー
す
な
わ
ち
、
現
實
的
、
實
際
的
な
要
求
か
ら
の
主
張
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

（
1
）
　
新
自
由
主
義
は
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
グ
大
學
を
中
心
と
し
て
廣
ま
つ
て
い
る
慮
か
ら
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
グ
學
汲
若
し
く
は
オ
ル
ド
ー
學
汲
と
総
“
せ
ら
れ
る
、
そ
の
理

　
諭
的
指
導
者
は
、
故
ワ
ル
タ
ー
・
オ
イ
ケ
ソ
（
胡
魯
詳
賃
国
縄
畠
o
昌
）
、
で
あ
り
一
九
五
〇
年
四
月
オ
イ
ケ
ソ
の
死
後
、
P
・
ボ
エ
ー
ム
（
ぎ
田
α
》
B
）
、
W
・

　
レ
プ
ケ
（
≦
障
”
9
B
寒
娼
犀
O
）
、
F
・
ル
ッ
ツ
（
國
9
瓢
9
ピ
G
訂
）
、
K
・
F
・
マ
イ
ア
ー
（
国
●
男
9
銭
霞
）
、
P
・
ハ
γ
ゼ
ル
（
憶
魯
9
捜
馨
ご
等
が
代

　
つ
て
主
唱
し
て
い
る
。
　
奪
O
詳
乞
曽
費
畠
自
昌
W
e
げ
⑦
Q
甑
O
G
昌
傷
噴
量
図
ぼ
島
霧
乞
8
一
ぎ
O
巨
碇
B
葛
サ
U
器
寓
簿
欝
O
昌
く
O
欝
傷
霧
警
鉱
⑦
謬
9
窪

　
8
琶
O
ロ
蜜
霞
野
貯
宏
魯
巴
ぴ
お
㎝
評
OO
●
崔
●
参
照
、
な
お
東
ベ
ル
リ
ン
大
學
（
国
鋸
B
び
9
き
d
蔦
く
o
房
一
鼠
醇
）
の
ロ
ー
ベ
ル
ト
・
ナ
ウ
マ
ソ
敦
授
は
、
新

　
自
由
主
義
を
「
没
蕩
す
る
費
本
主
義
の
世
界
観
的
武
器
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
一
種
の
「
鵠
淳
＆
o
昌
」
に
す
ぎ
な
い
と
批
勢
し
て
い
る
。

（
2
）
　
雑
誌
オ
ル
ド
ー
に
つ
い
て
は
、
山
田
雄
三
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
年
刊
誌
『
オ
ル
ド
ー
』
に
つ
い
て
」
一
橋
論
叢
第
三
十
二
巻
第
二
魁
奮
照
。
山
田
軟
授
の

　
解
説
に
よ
れ
ば
「
『
オ
ル
ド
ー
』
と
は
ラ
テ
ソ
語
で
秩
序
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
経
濟
學
は
し
ば
し
ば
現
實
の
『
カ
オ
ス
』
（
無
秩
序
）
を
指
摘
す
る
こ
と
が
課
題

　
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
お
け
る
『
崩
襲
』
と
か
『
無
政
府
欺
態
』
と
か
い
う
表
象
は
そ
う
で
あ
る
し
近
代
理
論
に
お
い
て
も
哩
沈
瀕
緬
と

　
か
『
不
安
定
』
と
か
い
う
概
念
に
よ
つ
て
一
部
の
人
々
は
そ
う
考
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
現
實
の
『
カ
オ
ス
』
を
分
析
す
る
こ
と
は
大
切
で
あ
る
。
し
か
し
ど
こ



　
に
矛
盾
や
訣
陪
を
認
め
る
か
は
現
實
の
奥
に
眞
に
可
能
な
る
『
オ
ル
ド
ー
』
の
つ
か
み
方
如
何
に
よ
つ
て
異
つ
て
く
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
『
オ
ル
ド
ー
臨
の

　
問
題
に
深
く
吟
味
を
加
え
ず
、
現
實
の
麟
．
カ
オ
ス
』
に
の
み
目
を
注
ぐ
な
ら
ば
、
た
だ
無
責
任
に
現
實
を
難
じ
、
進
ん
で
は
徒
ら
に
挑
登
的
な
書
葉
を
弄
す
る
こ

　
と
に
な
る
。
不
幸
に
し
て
こ
れ
は
経
濟
學
の
一
部
の
傾
向
で
あ
る
。
し
か
し
最
後
の
採
鮎
は
『
カ
ォ
ス
』
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
『
オ
ル
ド
ー
』
に
あ
る
の
で
は

　
な
い
か
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
い
ま
こ
こ
で
と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
西
ド
イ
ッ
の
年
刊
誌
『
オ
ル
ド
ー
』
は
ま
さ
に
注
目
す
べ
き
一
つ
の
企
圏
で
あ
る
よ
う
に
縁

　
わ
れ
る
o
」
と
逡
べ
て
お
ら
れ
る
。

（
3
）
　
前
掲
「
一
橋
諭
叢
」
一
四
九
頁
に
お
い
て
、
山
田
教
授
は
、
「
オ
イ
ケ
ソ
の
著
書
、
し
た
が
つ
て
年
刊
誌
『
オ
ル
ド
ー
』
の
立
場
は
、
政
治
的
に
い
え
ぱ
、

　
ネ
ォ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
い
つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
オ
イ
ケ
ン
自
身
は
そ
う
い
う
表
現
を
嫌
つ
て
『
競
箏
原
理
』
と
い
う
書
葉
を
用
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し

　
そ
の
内
容
は
自
由
放
任
政
策
の
根
抵
に
あ
る
理
念
を
活
か
す
こ
と
に
あ
り
、
ま
た
い
わ
ゆ
る
計
登
統
制
に
反
封
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
普
邉
に
は
ネ
愛
・
リ
ベ

　
ラ
リ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
て
も
異
論
は
な
か
ろ
う
。
た
だ
オ
イ
ヶ
ソ
が
反
封
す
る
の
は
、
そ
う
い
う
立
揚
を
輩
に
外
面
的
に
政
蕪
的
な
勢
力
と
結
び
つ
け
る
解
聯
を
排

　
す
る
た
め
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
も
つ
と
内
面
的
に
秩
序
の
認
識
か
ら
出
登
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
　
な
お
W
・
オ
イ

　
ケ
ソ
の
「
自
由
鷲
争
原
理
」
に
闘
し
て
は
、
”
長
守
善
著
「
経
済
政
策
の
理
論
」
一
九
九
頁
以
下
参
照
。

（
4
）
獅
占
に
鰯
す
る
オ
イ
ケ
ン
の
理
諭
は
、
名
聾
霞
曽
簿
⑦
三
〇
旨
量
§
“
霞
毒
幽
§
。
冨
登
馨
馨
辞
審
話
9
碧
讐
富
昌
く
8
差
諄

　
国
躍
O
脚
O
昌
唱
留
島
］
囚
．
影
巨
自
量
O
ご
一
〇
㎝
評
ζ自
。
Qゆ
O
h
●
に
肥
｛
関
”
さ
れ
て
い
る
。

（
5
）
　
乞
蹄
9
鵠
郁
昌
o
》
骨
B
鈎
o
詩
獅
≦
緩
粧
静
ぎ
麟
芭
o
　
竃
ゆ
聴
腎
薯
幽
旨
器
蜜
馨
噌
ぎ
男
簑
〇
一
籍
霞
馨
ざ
廻
窯
螢
吋
騨
望
廟
讐
ぴ
鍛
難
｝
く
春
灘
爽
》
・

　
警
匡
φ
口
票
藁
¢
烈
ロo
●
註
坤
参
照
、
な
お
引
用
丈
は
繭
掲
長
守
善
箸
三
〇
八
頁
ー
－
二
〇
九
頁
に
擦
る
ウ

（
6
）
　
ワ
イ
マ
蓄
ル
害
㎜
法
第
一
一
三
條
に
お
い
て
、
「
所
有
権
は
憲
法
に
よ
つ
て
保
謹
さ
れ
る
。
そ
の
内
容
と
綴
界
は
法
規
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
し
と
し
｝
㌧
あ

　
り
、
更
に
後
項
に
「
所
有
権
は
義
務
を
負
う
。
そ
の
行
使
は
同
時
に
公
共
の
顧
利
の
た
め
に
な
す
ぺ
t
」
の
一
句
が
附
繍
さ
れ
て
い
る
．
こ
の
ワ
イ
サ
ー
盛
憲
法

　
の
精
瀞
は
、
新
自
由
主
義
の
根
底
に
も
影
響
を
輿
え
て
い
る
と
い
え
る
。
な
お
所
有
梅
と
薩
會
保
謹
の
問
題
に
離
し
て
は
、
氣
賀
健
竃
著
『
紅
食
的
逡
歩
の
醸
理
」

　
三
〇
七
頁
以
下
参
照
。

（
7
）
　
胡
巴
＄
同
目
β
身
o
篇
榊
伊
釦
ρ
の
・
の
。
蛤
O
山
誤
に
お
い
て
、
オ
イ
ケ
ソ
は
そ
の
「
私
有
琳
産
創
」
の
理
論
を
展
開
し
て
い
る
。

（
8
）
　
蜜
屋
鶉
辞
8
冨
嚇
ピ
抽
o
O
目
謬
已
即
的
o
β
画
o
H
毒
凶
塁
魯
90
幽
駐
Q
昆
昌
g
凝
矯
O
o
旨
舅
導
o
一
♂
毎
β
凶
鋒
9
0
国
g
村
い
o
酵
o
く
o
箒
“
9
『
≦
一
量
巨
写

　
臼
9
β
凋
り
お
躍
曽
幹
一
駐
騨
な
お
リ
チ
ュ
ル
の
新
自
由
主
義
批
剣
に
開
し
て
は
、
前
掲
、
長
教
餐
の
著
書
二
一
〇
頁
ー
一
コ
一
頁
に
饗
鮎
的
に
競
か
れ
て
い

　
る
o

四
ド
イ
ツ
の
政
治
と
経
済
思
想
に
蘭
す
る
一
試
論

三
八
一

（
四
九
七
）



西
ド
イ
ッ
の
政
治
と
輕
濟
思
想
に
關
す
る
一
試
論

三
八
二

（
四
九
八
）

三
　
自
由
杜
會
主
義
（
写
鑑
ぎ
崔
一
魯
R
警
臥
包
一
。
駿
ヨ
想
巴
の
概
念

　
肚
會
主
義
思
想
に
お
い
て
も
、
西
ド
イ
ツ
で
は
新
し
い
傾
向
が
現
わ
れ
て
來
て
い
る
。

　
そ
の
主
唱
者
は
、
B
・
ハ
イ
マ
ン
の
後
繕
者
で
あ
る
H
・
D
・
オ
ル
ト
リ
ー
プ
　
（
国
o
一
欝
，
冒
o
鼠
呂
o
旨
ぼ
げ
）
、
W
・
A
・
エ
ー
ル
（
妻
9
8
噌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

盆
o一h

象
酵
）
、
お
よ
び
こ
こ
で
鷲
察
の
封
象
と
す
る
G
・
ヴ
ァ
イ
サ
ー
（
O
①
旨
鶏
傷
毛
o
奮
段
）
等
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
從
來
の
肚
會
主
義
理
論
と
相
違
す
る
と
こ
ろ
か
ら
「
新
肚
會
主
義
」
倉
o
毎
鼠
曽
詳
目
器
）
あ
る
い
は
ま
た
「
自
由
祉
禽
主
義
」

（
浮
6
萄
o
凶
菖
ゆ
9
亀
oa
8
巨
貯
目
墓
）
と
稻
せ
ら
れ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
そ
の
う
ち
G
・
ヴ
ァ
イ
サ
ー
の
所
詮
（
O
・
≦
a
器
⑦
讐
二
浮
①
浮
9
窪
。
げ
霞
罫
置
溶
旨
蕊
、
．
ぎ
謹
雪
暑
α
詳
霞
夏
9
“
鐙
窪
、

垂
8
陰
o
冨
粋
0
9
8
崔
o
楠
o
a
β
蓉
お
象
）
を
中
心
に
稔
討
し
て
み
よ
う
。

　
ヴ
ァ
イ
サ
ー
は
、
次
の
四
つ
の
観
黙
に
よ
つ
て
「
自
由
杜
會
主
義
」
論
を
展
開
し
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
㈲
自
由
杜
會
主
義
と
マ
ル
ク
ス
（
浮
o
埠
①
一
藻
魯
9
00
8
芭
δ
舅
蕎
麟
鼠
窪
鶏
峯
、
⑧
肚
會
主
義
蓮
動
に
お
け
る
實
際
的
態
度
の
髪
容

（
宅
導
色
彗
磯
窪
ぎ
富
駐
ぎ
葛
魯
o
昌
＜
o
甘
聾
窪
）
、
◎
特
に
「
自
由
的
」
と
い
う
意
昧
（
ご
霧
。
駐
冨
義
§
ゴ
浮
o
跨
①
艶
ざ
富
〉
、
働
融
會
主
義
イ
ソ

タ
ー
（
ご
貯
警
蝕
毘
詰
露
器
富
一
嘗
①
崔
彗
ざ
嵩
ざ
）
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
要
旨
に
燭
れ
な
が
ら
、
自
由
肚
會
主
義
の
内
容
を
桧
討
し
て
み
た
い
。

　
㈹
自
由
肚
會
主
義
と
マ
ル
ク
ス

　
現
代
の
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
肚
會
主
義
は
、
從
來
の
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
か
ら
脆
皮
し
よ
う
と
す
る
努
力
を
繰
り
返
し
行
つ
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
の
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
に
代
る
べ
き
新
し
い
學
読
、
理
論
、
思
想
燈
系
を
創
造
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
意
味
で
依
な
く
、
駐
愈
主

義
的
實
践
活
動
に
お
い
て
、
從
來
の
方
向
と
は
異
な
る
方
向
を
辿
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
實
践
が
先
行
し
て
理
論
は
そ
れ
に
追
随
し

て
い
る
と
い
う
方
が
事
實
で
あ
る
。
し
か
し
、
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
の
渦
中
に
あ
つ
て
、
そ
れ
か
ら
脱
皮
し
よ
う
と
す
る
努
力
は
種
々
の
黙
に
あ



ら
わ
れ
て
來
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
歴
史
の
必
然
性
を
強
調
す
る
。
し
か
し
、
一
定
の
形
態
に
進
む
傾
向
が
あ
る
か
ら
と
い
つ
て
、
た
だ
ち

に
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
よ
う
に
そ
の
不
可
避
性
は
結
論
し
え
な
い
。

　
例
え
ば
、
あ
る
基
礎
産
業
の
私
有
形
態
が
種
々
の
弊
害
を
示
し
、
愛
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
が
明
瞭
に
な
つ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
公
共
企

業
鯉
の
様
式
に
も
な
り
得
る
し
、
更
に
ま
た
國
有
國
螢
醜
に
も
な
り
得
る
。
最
近
の
薩
會
主
義
は
、
こ
の
よ
う
に
敵
禽
主
義
融
會
の
建
設
に
お
け

る
「
意
思
的
要
素
」
を
重
競
し
、
斌
會
主
義
が
必
然
的
で
あ
る
と
い
つ
て
も
、
一
定
の
型
に
と
ら
わ
れ
ず
種
々
の
可
能
な
方
式
を
考
え
よ
う
と
努

力
す
る
。
融
會
生
活
の
現
駅
分
析
と
そ
れ
に
基
づ
く
動
態
把
握
を
尊
重
す
る
。
故
に
新
杜
會
主
義
は
、
上
か
ら
の
政
治
的
意
思
を
敢
食
建
設
に
お

け
る
公
理
と
し
て
導
入
す
る
が
、
そ
の
際
、
現
欺
分
析
の
結
果
と
矛
盾
せ
ず
、
杜
禽
技
術
的
（
8
昏
霊
。
ビ
碇
魯
）
に
實
現
可
能
性
な
も
の
を
選
操

す
る
。

　
職
後
の
ド
イ
ッ
瀧
會
民
主
窯
が
嶋
九
五
四
年
四
月
に
饗
表
し
た
「
メ
ー
レ
ム
・
テ
！
ゼ
」
（
寓
魯
ざ
旨
の
目
評
9
9
の
中
で
、
從
來
の
綱
領
に
お
け

る
肚
會
史
的
現
瓶
分
析
の
必
要
が
論
か
れ
て
い
る
と
同
檬
に
、
建
設
案
に
お
い
て
探
る
べ
ぎ
道
徳
的
・
文
化
的
規
準
を
萌
ら
か
に
す
る
必
要
が
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

調
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
訳
い
で
ヴ
ァ
イ
サ
ー
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
上
部
椿
造
論
に
批
到
を
む
け
る
。

　
す
な
わ
ち
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
で
は
、
人
間
が
そ
の
自
己
疎
外
現
象
か
ら
脆
け
で
る
た
め
に
は
、
特
定
の
杜
禽
制
慶
が
建
設
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

と
す
る
が
、
現
在
の
肚
會
主
義
で
は
杜
會
制
度
の
み
を
U
方
的
に
重
要
観
し
な
く
な
つ
て
來
て
い
る
。
現
代
の
深
刻
な
肚
會
不
安
と
動
掘
の
結

果
、
軍
な
る
制
度
に
無
條
件
に
信
頼
を
寄
せ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
の
で
あ
る
。
肚
會
制
度
を
曖
革
す
れ
ば
、
枇
會
的
不
正
義
が
抜
本
的
に

改
正
し
う
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
い
5
よ
う
な
考
え
が
支
配
的
に
な
つ
て
楽
た
。

　
新
肚
會
主
義
で
は
ま
た
す
べ
て
の
生
産
手
段
を
公
有
に
す
る
こ
と
が
適
當
で
あ
る
と
は
考
え
な
い
。

　
瀧
禽
化
は
必
要
で
あ
る
が
、
た
だ
若
干
の
経
濟
部
門
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
み
る
。
所
得
の
分
配
に
お
い
て
も
、
そ
の
極
端
な
不
挙
等
の

是
正
は
望
ま
し
い
が
、
所
得
は
勢
働
に
慮
ず
べ
ぎ
で
あ
る
と
い
う
傳
統
的
な
報
酬
主
嚢
の
原
理
は
、
少
し
も
墾
つ
て
は
い
な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義

　
　
　
　
西
ド
イ
ッ
の
政
治
と
経
濟
思
想
に
開
す
る
一
試
諭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
三
　
　
　
（
四
九
九
）



　
　
　
西
ド
イ
ッ
の
敢
治
と
経
濟
思
想
に
露
す
る
一
試
諭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叢
八
四
　
　
　
（
五
〇
〇
）

に
よ
る
と
融
會
主
義
者
の
す
ぺ
て
の
活
動
は
牧
奪
者
（
支
配
階
級
）
が
牧
奪
さ
れ
る
日
ボ
來
る
ま
で
は
、
た
だ
敵
陣
曹
を
切
り
崩
す
こ
と
だ
け
に
向

け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
教
育
と
い
う
こ
と
は
意
味
を
持
た
な
い
。
し
か
し
、
一
度
び
そ
の
日
が
到
來
す
る
と
、
す
べ
て
の
階
級
的
支
配
が
な
く
な

り
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
！
的
上
部
構
遭
が
な
く
な
る
の
で
た
だ
ち
に
自
由
な
灘
會
（
共
産
主
義
鮭
禽
）
が
成
立
す
る
と
者
え
る
。
し
か
し
、
新
肚
食

主
義
で
は
、
肚
會
主
義
的
人
間
像
は
不
断
に
形
成
さ
れ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
信
念
の
も
と
に
、
間
断
な
く
敬
育
活
動
を
つ
づ
け
る
こ

と
の
必
要
を
考
え
る
。

　
∵
九
五
三
年
の
ゲ
ッ
チ
ソ
ゲ
ソ
に
お
け
る
冠
禽
主
義
文
化
會
議
の
議
事
録
が
こ
の
顯
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
の
離
睨
を
明
瞭
に
示
し
て

い
る
。

　
⑧
杜
食
主
義
蓮
動
に
お
け
る
實
際
的
態
度
の
饗
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
》

　
ヴ
7
イ
サ
奮
は
、
次
に
肚
會
主
義
蓮
動
の
實
践
に
お
け
る
從
來
の
態
度
の
愛
容
を
指
摘
す
る
。

　
す
な
わ
ち
、
階
級
支
配
の
な
い
肚
會
が
現
出
す
れ
ば
た
だ
ち
に
幸
禧
な
肚
舎
が
到
來
す
る
と
い
5
安
易
な
考
え
に
封
し
て
、
新
肚
食
主
義
は
批

到
的
で
あ
る
こ
と
は
臨
に
述
ぺ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
に
至
つ
た
過
程
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
敬
的
信
仰
が
間
接
的
に
作
馬
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
軍
な
る
肚
會
秩
序
の
墜
革
だ
け
で
は
祉
會
的
道
義
的
不
正
義
は
抜
本
的
に
解
決
し
え
な
い
と
の
思
想
の
根
底
に
は
、
人
閥

や
敵
會
制
度
が
い
か
に
愛
容
し
て
も
所
詮
不
断
に
悪
へ
の
脅
威
に
當
面
し
て
い
る
と
の
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
の
影
響
が
存
在
し
て
い
る
。
新
融
食

主
義
で
は
從
來
の
よ
う
な
反
宗
教
的
偏
見
は
み
ら
れ
な
く
な
つ
て
來
て
い
る
。
更
に
ま
た
マ
ル
ク
ス
以
後
の
融
食
主
義
運
動
は
畢
童
「
個
人
主
義

的
」
で
あ
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
反
省
も
強
く
な
つ
て
來
た
。

　
新
し
い
肚
會
主
義
祉
會
の
建
設
を
目
標
と
す
る
の
あ
ま
り
、
人
間
を
そ
の
目
的
實
現
の
た
め
に
あ
る
も
の
、
新
し
い
融
會
の
實
現
の
た
め
の
手

段
と
み
る
見
解
と
、
人
間
を
こ
の
よ
う
な
肚
會
の
指
い
手
と
み
、
入
間
の
人
格
の
自
己
展
開
そ
れ
自
身
が
融
禽
の
褒
展
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
る

見
解
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
新
肚
會
主
義
は
一
邊
倒
的
に
ど
ち
ら
の
考
え
方
に
も
傾
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、
新
祉
食
主
義
で
は
、
人
聞
の
自
由
な



人
格
の
形
成
を
考
え
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
、
か
か
る
人
間
の
自
由
意
思
を
通
し
て
彼
ら
が
斌
會
へ
積
極
的
に
結
合
す
る
こ
と
を
考
え
る
（
自

由
を
蓮
し
て
の
共
同
）
。
す
な
わ
ち
、
新
砒
會
主
義
で
は
個
人
主
義
と
全
饅
主
義
と
の
綜
合
を
指
向
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
代
ド
イ
ッ
の
肚
禽
主
嚢

遙
動
に
お
い
て
は
、
肚
會
主
義
者
の
目
標
と
す
る
肚
會
理
想
が
、
勢
働
者
階
級
の
生
活
感
情
か
ら
の
瞬
結
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
承
認
し
な
が
ら

も
、
「
杜
會
民
主
蕪
は
勢
働
者
階
級
に
封
し
特
別
の
課
題
を
も
つ
て
い
る
。
勢
働
者
を
し
て
斌
會
や
文
化
の
形
成
に
特
別
の
賀
献
を
さ
せ
る
よ
う

に
す
る
た
め
、
肚
會
民
主
賞
に
は
勢
働
者
階
級
と
は
原
理
的
に
違
つ
た
肚
會
的
地
位
が
與
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
（
メ
ー
レ
ム
・
ヂ
ー
ゼ
第
六
鎌
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ε

と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
新
融
會
主
義
が
共
産
主
義
と
異
な
る
根
本
的
な
差
異
は
、
ヴ
ァ
イ
サ
ー
に
よ
れ
ば
衣
の
三
黙
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
ω
共
産
主
義
は
人
間
の
人
格
を
目
的
の
た
め
の
手
段
と
み
る
が
、
新
杜
會
主
義
は
そ
の
よ
う
な
見
解
を
否
定
す
る
立
場
に
立
っ
。

㈹
共
産
主
義
杜
禽
實
現
の
過
程
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
ブ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
猜
裁
は
、
結
局
専
制
的
支
醗
に
韓
化
し
て
し
ま
う
と
み
る
。
③
中
央
管

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
》

理
経
濟
（
浮
暮
旨
蒔
9
0
暴
9
〈
o
髪
旦
酔
毒
量
一
濤
の
岳
津
）
は
、
結
局
は
人
間
の
自
由
の
喪
失
を
意
味
し
、
望
ま
し
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
⑨
特
に
「
自
由
的
」
と
い
う
意
味

　
新
肚
禽
主
義
が
、
特
に
「
自
由
」
枇
會
主
義
（
浮
①
貯
蝕
窪
9
霞
欝
芭
ぼ
目
盛
）
と
い
わ
れ
る
厨
以
は
、
以
上
に
よ
つ
て
既
に
明
ら
か
な
ご
と

く
、
人
間
人
格
の
自
由
を
証
會
主
義
の
實
践
の
う
ち
に
積
極
的
に
提
唱
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
ヴ
ァ
イ
サ
ー
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
も
と
で
は
、
國
家
意
思
の
形
成
は
結
局
選
學
に
よ
つ
て
決
定
す
る
。
し
か
し
、
紅
會
短
制
内
に
は
選
暴
を

左
右
す
る
杜
食
的
勢
力
が
あ
る
。
故
に
マ
ル
ク
ス
主
義
の
設
く
．
こ
と
く
、
翠
な
る
形
式
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
は
自
由
な
選
學
が
實
雄
し
え
な
い
恐

れ
も
あ
る
。
し
か
し
、
獅
裁
政
治
で
は
こ
の
よ
う
な
杜
會
力
は
猫
裁
者
の
掌
中
に
集
中
化
さ
れ
る
危
瞼
が
あ
る
。
故
に
自
由
紅
禽
主
義
の
立
場
で

は
、
不
十
分
な
が
ら
も
形
式
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
し
て
自
由
と
肚
禽
的
正
義
の
實
現
に
努
力
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
。

　
自
由
敵
食
主
義
に
お
け
る
自
由
へ
の
意
思
は
、
中
央
集
槽
に
封
し
て
強
く
反
封
す
る
黙
に
お
い
て
現
わ
れ
て
い
る
．
戦
後
の
融
食
民
主
蕉
は
ド

　
　
　
　
西
ド
イ
ツ
の
敬
治
と
経
済
思
想
に
漏
す
る
一
試
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
五
　
　
　
（
五
〇
”
V



　
　
　
薗
ド
イ
ッ
の
政
治
と
経
済
思
想
に
臓
す
る
贈
試
諭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
六
　
　
　
（
五
〇
二
）

イ
ッ
の
國
家
形
態
と
し
て
蓮
邦
制
を
主
張
し
た
。
統
一
國
家
は
中
央
集
構
的
で
あ
り
す
ぎ
る
し
、
國
家
蓮
合
で
は
結
合
の
度
合
が
脆
弱
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
自
由
肚
會
主
義
の
自
由
へ
の
意
思
は
、
経
濟
の
領
域
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
市
場
経
濟
秩
序
を
認
め
て
こ
れ
を
利
用
し
よ
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ユ

す
る
黙
に
現
わ
れ
て
い
る
。

「
可
能
な
限
度
で
の
自
由
競
孚
、
必
要
な
限
度
で
の
計
叢
」
（
≦
o
言
冨
毒
o
号
肇
o
詳
三
〇
嬉
壽
詳
F
男
富
農
凝
8
薯
o
騨
三
〇
呂
鶴
寧
）
と
い
う

用
語
が
廣
く
一
般
化
し
て
來
て
い
る
。
以
上
の
．
こ
と
く
、
自
由
敵
會
主
義
が
、
特
に
「
自
由
」
と
い
5
形
容
詞
を
附
け
た
所
以
は
、
レ
セ
・
フ
ェ

1
ル
の
．
経
濟
短
制
は
秩
序
の
な
い
自
由
で
あ
り
、
祉
會
主
義
は
自
由
の
な
い
秩
序
で
あ
る
か
ら
、
・
ガ
、
の
爾
者
の
短
所
を
是
正
し
、
畏
所
を
伸
長
せ

し
め
て
、
「
自
由
の
あ
る
秩
序
」
（
自
由
な
る
共
同
）
を
目
標
と
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
．
さ
き
の
新
自
由
主
義
の
思
想
と
の
差
異
は
、
ヴ
γ
イ

サ
ー
自
身
も
い
5
よ
5
に
、
肚
倉
内
の
各
人
の
生
活
状
態
に
お
け
る
不
李
等
を
ど
の
程
度
考
え
る
か
ど
5
か
。
人
間
の
私
的
、
蕾
利
的
本
能
が
蛋

産
性
に
封
す
る
意
義
を
ど
の
程
度
迄
認
め
る
か
。
公
共
的
観
勲
か
ら
の
経
濟
統
制
の
必
要
を
ど
れ
ほ
ど
迄
重
要
醍
す
る
か
と
い
つ
た
諸
黙
に
あ
る

だ
け
で
、
爾
者
の
差
異
は
、
質
よ
り
量
の
差
！
ー
す
な
わ
ち
、
程
度
の
差
ー
に
な
つ
て
來
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
（
－
）
　
新
薩
含
屠
主
義
に
關
す
る
主
要
な
丈
献
と
し
て
は
、
＝
色
昌
甲
ご
δ
静
昆
O
ぴ
O
婦
露
δ
げ
“
　
≦
魯
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O
昌
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O
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轟
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＜
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Φ
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四
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忠
h
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O
冨
（
蒔
一
9
貯
醇
院
O
『
O
吋
．
類
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O
げ
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騰
離
署
O
り
』
讐
趨
G
β
箏
　
お
亀
℃
鑓
居
韓
ぴ
翼
吋
箏
　
等
が
華
げ
ら
れ

　
　
る
o

　
（
2
）
．
9
≦
o
疑
お
繋
、
り
浮
o
跨
o
凶
菖
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3
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4
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5
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6
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結

論

　
本
論
に
お
い
て
す
で
に
述
べ
た
ご
と
く
、
ボ
ソ
憲
法
に
お
け
る
「
杜
會
的
」
法
治
國
家
の
概
念
は
、
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
詮
く
．
こ
と
く
、
從
來
ア
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
ち

チ
ノ
ミ
ー
な
「
肚
會
・
幅
証
」
國
家
観
と
、
「
個
人
・
自
由
」
國
家
観
と
を
い
わ
ば
第
三
の
型
に
お
い
て
よ
り
次
元
の
高
い
國
家
思
想
に
止
揚
し
、

統
合
し
よ
う
と
す
る
努
力
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
述
べ
た
。
而
し
て
、
こ
の
砒
會
的
法
治
國
家
の
饅
制
に
適
感
す
べ
き
西
ド
イ
ッ
の
枇
禽
・
経
濟
思

想
と
し
て
新
自
由
主
義
（
Z
8
－
＝
富
邑
♂
巨
匿
）
と
自
由
肚
會
主
義
（
写
o
旨
色
荘
魯
霞
置
芭
貯
日
琶
）
の
二
つ
の
動
向
を
、
そ
の
要
黙
に
の
み
鵤

れ
つ
つ
葵
て
難
・
藷
髪
い
漢
こ
の
新
畠
嚢
の
思
想
と
・
畠
霧
嚢
憲
智
髭
較
欝
し
て
扇
者
の
類
警
蓬

を
指
摘
し
、
い
わ
ば
國
家
・
政
治
饅
制
の
第
三
の
型
と
し
て
の
肚
會
的
法
治
國
家
と
の
關
蓮
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
ま
ず
、
そ
の
試
み
乏
し
て
從
來
の
自
由
主
義
と
枇
會
主
義
と
の
相
違
を
、
要
黙
的
に
掲
げ
そ
れ
を
軸
と
し
て
類
型
的
に
爾
者
の
比
較
を
し
て
み

よ
う
。

　
ま
ず
第
輔
の
相
違
は
、
個
人
と
肚
會
の
い
ず
れ
に
重
黙
を
お
く
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
個
人
人
格
の
自
由
を
第
輔
義
的
に
考

え
る
の
が
古
典
的
自
由
主
義
の
立
場
で
あ
り
、
こ
れ
に
封
し
て
從
來
の
肚
會
主
義
で
は
、
個
人
の
自
由
を
レ
セ
・
フ
ェ
：
ル
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
放

置
し
て
お
く
と
枇
會
に
お
け
る
個
人
間
に
不
卒
等
が
生
ず
る
。
す
な
わ
ち
、
靴
會
的
不
早
等
、
不
正
義
が
惹
起
す
る
故
、
こ
れ
に
融
會
的
統
創
を

加
え
つ
つ
是
正
し
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
ら
ば
新
し
い
自
由
主
義
と
祉
會
主
義
で
は
こ
の
勲
に
關
し
て
如
何
な
る
競
黙
に
立
つ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
し
た
ご
と
く
新
自
由
主
義
の
方
は
そ
の
思
想
の
根
底
は
あ
く
ま
で
傳
統
的
な
自
由
主
義
で
あ
る
故
、
こ
の
賜
題
に
つ
い

て
は
當
然
個
人
人
格
の
自
由
を
第
一
義
に
考
え
る
。
而
し
て
自
由
祉
會
主
義
の
方
も
す
で
に
ヴ
ァ
イ
サ
！
の
所
論
に
お
け
る
。
こ
と
く
、
個
人
の
自

由
を
尊
軍
し
現
代
に
お
け
る
人
間
の
自
由
、
個
人
人
格
の
自
由
が
危
機
に
瀕
し
て
い
る
の
を
肚
會
主
義
的
實
践
の
う
ち
に
お
い
て
こ
れ
を
同
復
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
　
ロ

て
ゆ
こ
う
と
す
る
。
そ
の
意
味
か
ら
、
新
自
由
主
義
と
新
肚
會
主
義
と
は
個
人
の
自
由
に
封
す
る
祉
會
的
統
制
を
い
ず
れ
が
よ
り
鑑
く
考
え
る
か

　
　
　
　
西
ド
イ
ッ
の
政
治
と
経
済
思
想
に
關
す
る
一
試
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
七
　
　
　
（
五
〇
三
）



　
　
　
西
ド
イ
ッ
の
欧
治
と
経
濟
思
想
に
編
す
る
一
試
諭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
八
　
　
　
（
五
〇
四
》

と
い
う
ウ
ェ
イ
ト
の
差
で
し
か
な
く
な
つ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
新
肚
會
主
義
で
は
肚
禽
的
正
義
と
い
5
道
徳
的
原
理
を
前
提
と
す
る
と
と
も
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
》

自
由
と
い
う
肚
會
的
・
文
化
的
慣
値
も
積
極
的
に
承
認
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
家
に
相
違
の
第
二
監
を
生
産
手
段
の
私
有
か
公
有
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
雨
者
を
比
較
し
て
み
れ
ば
、
新
自
由
主
義
に
お
い
て
は
既
に
み
た

よ
う
に
「
所
有
に
は
義
務
を
俘
う
」
と
い
う
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
「
肚
會
化
」
の
精
紳
を
と
り
入
れ
、
更
に
反
枇
舎
鰻
制
的
な
使
用
の
可
能
儀
の

あ
る
生
産
手
段
、
換
言
す
れ
ば
公
共
性
の
非
常
に
高
い
生
産
手
段
は
、
こ
れ
を
公
共
の
利
盆
の
た
め
に
斌
會
の
所
有
に
移
行
し
て
も
よ
い
と
考
え

る
よ
う
に
な
つ
て
來
て
い
る
。
自
由
肚
會
主
義
の
方
も
肚
食
饅
制
の
根
本
條
件
は
生
産
手
段
の
私
有
を
認
め
て
よ
い
。
從
來
の
融
食
主
義
の
よ
う

に
生
産
手
段
を
肚
會
の
所
有
に
移
行
さ
せ
な
け
れ
ば
眞
正
杜
會
主
義
と
な
り
得
な
い
と
い
う
よ
う
な
観
念
を
放
棄
し
て
い
る
。
例
え
ば
「
可
能
な

限
度
で
の
自
由
競
婁
、
必
要
な
限
度
で
の
計
叢
」
（
薯
0
9
冨
零
o
暮
　
登
お
客
＆
o
琶
膏
ぎ
ン
国
彗
導
筑
8
箋
o
津
三
〇
暮
戴
も
と
い
う
蓉
え
絃
新

杜
禽
主
義
の
新
し
い
経
濟
親
念
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
勲
に
お
い
て
も
新
自
由
主
義
と
新
紅
會
主
義
と
は
質
的
相
違
か
ら
景
的
相
違
に
饗
容
し
て
來

て
い
る
。

　
相
違
の
第
三
鮎
と
し
て
「
自
由
経
濟
と
計
霊
経
濟
」
の
問
題
を
比
較
し
て
み
よ
う
。

　
新
自
由
主
義
の
主
張
は
、
本
論
で
述
ぺ
た
よ
う
に
、
慣
格
の
自
働
調
節
作
用
を
中
心
と
し
た
自
由
市
場
経
濟
の
メ
ヵ
ニ
ズ
ム
を
根
底
と
し
、
そ

の
自
働
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
充
分
に
活
澄
な
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
レ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
の
原
理
で
は
種
々
の
反
肚
會
的
障
害
が
生
じ
る
か
ら
國
家

的
な
統
制
を
加
味
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
（
o
o
鼠
巴
o
蜜
鶴
評
望
暮
8
富
津
の
提
唱
）
。
自
由
肚
會
主
義
の
場
合
も
ヴ
γ
イ
サ
ー
の
所
論
に
現
わ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
全
く
新
自
由
主
義
の
主
張
と
緒
論
的
に
は
攣
ら
な
い
。
し
か
し
、
新
自
由
主
義
の
方
が
、
市
場
経
濟
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
園
滑
な
ら

し
め
る
た
め
の
「
國
家
的
統
制
」
を
考
え
る
の
に
封
し
て
、
新
肚
會
主
義
の
方
は
レ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
の
原
理
で
は
祉
食
的
正
義
の
實
現
の
た
め
に

頗
る
妨
害
と
な
る
。
故
に
枇
會
的
正
義
と
い
う
道
徳
的
原
理
を
重
覗
す
る
の
で
統
制
の
必
要
を
新
自
由
主
義
の
場
合
よ
り
も
そ
の
度
合
を
璽
く
み

る
の
で
あ
り
、
融
含
的
正
義
は
、
一
定
の
歴
史
的
款
況
の
も
と
で
は
本
來
は
自
由
を
理
想
と
す
る
杜
禽
・
政
治
過
程
に
勤
し
統
制
を
加
え
ね
ば
遠



成
不
可
能
な
場
合
が
あ
る
。
故
に
新
肚
會
主
義
で
は
現
在
の
歌
況
下
で
は
、
自
由
と
統
制
を
結
合
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
意
味
よ
り
、
新
自
由
主
義
も
新
肚
會
主
義
も
各
々
從
來
の
よ
う
な
矛
盾
概
念
で
は
な
く
な
つ
て
衆
て
い
る
。
同
じ
基
盤
の
上
で
肚
食
改

良
の
方
法
を
考
え
る
よ
う
に
な
つ
て
來
て
い
る
。
い
わ
ば
「
蔵
會
主
義
像
の
自
由
主
義
化
」
（
＝
富
旨
蔚
冨
旨
蹟
儀
窪
8
墜
讐
富
湊
切
蔑
霧
）

と
「
自
由
主
義
像
の
肚
會
主
義
化
」
（
置
毘
匹
Q
謹
凝
盆
胆
浮
o
羅
蕾
試
8
げ
窪
切
監
霧
）
が
、
西
ド
イ
ッ
の
敢
會
・
経
濟
鰍
制
の
う
ち
に
同
時
存

在
を
始
め
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

　
す
な
わ
ち
、
從
來
の
矛
盾
開
係
か
ら
封
立
關
係
へ
と
爾
者
の
關
係
は
愛
容
し
っ
っ
あ
る
。

　
こ
の
新
し
い
動
向
は
、
西
ド
イ
ッ
國
家
短
制
と
し
て
の
肚
會
的
法
治
國
家
の
理
念
に
封
慮
す
る
第
三
の
祉
會
・
経
濟
饅
制
（
肚
禽
的
市
場
鰹
演
）

で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
爾
者
の
立
場
を
綜
合
す
る
第
三
の
理
論
、
す
な
わ
ち
從
來
の
自
由
主
義
と
か
肚
食
主
義
と
か
の
既
成
概
念
を

超
克
し
た
第
三
の
理
論
や
思
想
は
未
だ
現
わ
れ
て
い
な
い
。
「
自
由
な
る
共
同
短
」
と
も
い
う
べ
き
傳
統
的
な
ド
イ
ッ
的
理
念
の
も
と
に
、
西
ド

イ
ッ
で
は
枇
會
的
法
治
國
家
の
凝
念
や
、
肚
會
的
市
場
経
濟
の
観
念
や
、
自
由
杜
禽
主
義
の
思
想
が
各
々
そ
の
理
論
を
展
開
し
始
め
た
と
い
え
る

の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
本
稿
を
救
蓮
す
る
に
嘗
つ
て
、
大
野
信
三
、
長
守
善
、
難
波
田
春
夫
、
氣
賀
健
三
の
各
敏
授
の
諸
論
放
に
學
ぶ
と
こ
ろ
麟
る
多
い
。
な
お
、
長
、
大
野
爾
軟

　
　
授
に
は
、
貴
室
な
御
藏
書
の
一
部
を
二
こ
ろ
よ
く
御
貸
奥
給
つ
た
。
証
し
て
篤
く
謝
意
を
表
し
た
い
。
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2
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φ
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0
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§

　
　
　
譲
3
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び
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一
¢
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畿
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O
評
9
0
0
①
吋
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Q
月
顔
O
‘
屋
段
O
寄
Q
爵
O
答
」
と
述
べ
て
い
る
。

四
ド
イ
ツ
の
欧
治
と
繧
済
思
想
梶
開
す
る
鱒
試
論

三
八
九

（
五
〇
五
）


